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平成２１年度第３回大阪市都市計画審議会会議録 

 

○日  時  平成２２年３月３０日（火） 午後１時００分開会 

 

○場  所  大阪市役所本庁舎 ７階 市会第６委員会室 

 

○議  題  議第145号「大阪都市計画用途地域の変更について」 

       議第146号「大阪都市計画特別用途地区の変更について」 

       議第147号「大阪都市計画特別用途地区の変更について」 

       議第148号「大阪都市計画防火地域及び準防火地域の変更について」 

       議第149号「大阪都市計画風致地区の変更について」 

       議第150号「大阪都市計画臨港地区の変更について」 

       議第151号「大阪都市計画地区計画の決定について」 

 

○報  告  「都市計画道路の見直しについて」 

 

○出席委員  ２５名（欠は欠席者） 

       会 長   村 橋 正 武      委 員  福 島 真 治 

       会長職務代理者    松 澤 俊 雄           有 本 純 子 

       委 員   朝 倉 康 夫           森 山よしひさ 

             梅 宮 典 子           冨 岡 朋 治 

           欠 角 野 幸 博           西 川 ひろじ 

             木 村 好 美           天 野   一 

           欠 中 川   大           新 田   孝 

           欠 鳴 海 邦 碩           金 子 光 良 

             檜 谷 美恵子           待 場 康 生 

             藤 本 英 子           島 田 ま り 

             正 木 啓 子           新 里 嘉 孝 

             増 田   昇           広 岡 一 光 

             松 永 敬 子           小 林 道 弘 
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           欠 南 川 諦 弘           稲 森   豊 

           欠 宮 地 充 子           尾 上 康 雄 

○臨時委員   １名   梶 山 善 弘（議第145号、議第149号、議第150号） 

 

 

開会 午後１時０３分 

 

○幹事（角田） それでは、定刻になりましたので、ただ今から平成21年度第３回大阪市

都市計画審議会を開催させていただきます。 

  委員の皆様には、大変お忙しいところお集まりいただきまして、誠にありがとうござ

います。 

  私、本審議会の幹事を務めております大阪市計画調整局都市計画担当課長の角田でご

ざいます。どうぞよろしくお願いいたします。 

  傍聴の方に申しあげます。携帯電話は電源を切るかマナーモードに設定し、審議の妨

げにならないようご協力をお願いいたします。 

  続きまして、お手元の資料の確認をさせていただきます。 

  上から順番に「会議次第」、それから「委員名簿」、それと本日ご審議いただきます

予定の議案書といたしまして、議第145号「大阪都市計画用途地域の変更について」、

議第146号「大阪都市計画特別用途地区の変更について」、議第147号「大阪都市計画特

別用途地区の変更について」、議第148号「大阪都市計画防火地域及び準防火地域の変

更について」、議第149号「大阪都市計画風致地区の変更について」、議第150号「大阪

都市計画臨港地区の変更について」、議第151号「大阪都市計画地区計画の決定につい

て」、以上の９点でございます。お手元にございますでしょうか。 

  また、本日は、臨時委員といたしまして、議第145号、149号及び150号に関しまして、

大阪府都市整備部総合計画課長の梶山善弘様にご出席いただいております。 

  それでは、これよりご審議をお願いいたしますが、議第145号、149号及び150号につ

きましては31人中26名の委員の方々が、その他の議案につきましては30人中25名の委員

の方々がご出席されておりますので、大阪市都市計画審議会条例第６条第２項の規定に

基づきまして、当審議会が有効に成立していることをご報告させていただきます。 

  それでは、これより村橋会長のほうによろしくお願いいたします。 
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○村橋会長 本審議会の会長を務めております村橋でございます。委員の皆様方におかれ

ましては、ご多忙中のところご出席を賜りまして、誠にありがとうございます。 

  まず、議事に入ります前に、本日の会議録の署名につきまして、審議会運営規程第８

条の規定によりまして、木村委員と森山委員にお願いを申しあげたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

  また、会議が円滑に進行しますように、委員の皆様方のご協力をよろしくお願い申し

あげます。 

  次に、先ほど幹事から報告がございましたように、本日の議案といたしましては、大

阪市長から付議のありました議第145号「大阪都市計画用途地域の変更について」から

議第151号「大阪都市計画地区計画の決定について」までの７件でございます。 

  まず、議第145号から150号までの議案につきましては相互に関連いたしておりますの

で、その内容について幹事から一括して説明をお願いいたします。 

○幹事（佐藤） 計画部長の佐藤でございます。どうぞよろしくお願いします。 

  本日ご審議いただきます案件、議第145号から150号までの６件について、少し長くな

りますが関連しますので一括してご説明をさせていただきます。 

  表紙に議第145号「大阪都市計画用途地域の変更について」と記載されております議

案書並びに前のスクリーンをご覧いただきたいと思います。 

  用途地域は地域地区制度の基本となるものでございまして、長期的な視点から市街地

におけます適正な土地利用を図るための安定的な枠組みとして、建築物の用途・密度・

形態等に関する制限を定めるものでございます。今回、近年の都市基盤の整備状況や土

地利用の状況等を踏まえまして、合理的な土地利用と良好な市街地環境の形成を図りま

すため、用途地域の変更を行おうというものでございます。 

  変更の対象となりますのは、近年完成あるいは近々完成予定の幹線道路沿道及び鉄道

新駅周辺、工業系地域の幹線道路沿道、地域の拠点として活性化を図る既存駅周辺など

の16地区でございます。 

  それでは、各地区の変更案をご説明いたします。 

  まず、近年完成あるいは近々完成予定の幹線道路沿道及び鉄道新駅周辺につきまして、

新たな都市基盤整備にふさわしい複合的な土地利用を誘導すべき地区でございますこと

から、用途地域を変更しようというものでございます。 

  幹線道路沿道につきましては、説明図の②「本庄西天満線沿道地区」では容積率を
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400％から600％へ、それから説明図⑧の「西淡路南方線沿道地区」では200％から300％

へ、それから「出戸川辺線沿道地区」では第２種中高層住居専用地域、容積率が200％、

建ぺい率60％のものを、第２種住居地域、容積率300％、建ぺい率80％にそれぞれ変更

しようというものでございます。 

  なお、この建ぺい率の変更につきましては用途地域に連動したものでございまして、

これ以降、いくつか出てまいります建ぺい率の変更が生じる地区につきましてもすべて

同様に用途地域に連動したものとなってございます。 

  続きまして、鉄道駅周辺でございますけれども、これは説明図の⑨でございますが、

第２種中高層住居専用地域200％及び第１種住居地域200％を第１種住居地域300％に、

それから次の説明図⑩でございますが、第１種住居地域200％を第２種住居地域300％に、

それから次の説明図⑪及び⑫でございますけれども、近隣商業地域300％を商業地域

400％へそれぞれ変更しようというものでございます。 

  続きまして、都心部周辺の工業系地域の幹線道路沿道で工業系の土地利用が転換した

地区について、都心部にふさわしい複合的で高度な土地利用を図りますために商業地域

に変更していこうというものでございます。これによりまして、説明図①の「長柄堺線

沿道地区」では準工業地域300％を商業地域400％に、それから説明図③でございますけ

れども、これにつきましては工業地域200％及び第２種住居地域300％を商業地域400％

に、それから説明図⑤でございますが、準工業地域を商業地域にそれぞれ変更しようと

いうものでございます。 

  また、説明図⑯でございますが、幹線道路沿道の工業専用地域の一部につきまして、

対面沿道と一体的に幹線道路沿道にふさわしい土地利用を図る観点から、工場の操業環

境の維持保全を図りながら、ロードサイド型店舗等の立地も可能な工業地域に変更しよ

うというものでございます。 

  続きまして、地域の拠点として活性化を図り、駅周辺にふさわしい土地利用を誘導す

るために用途地域を変更しようというものでございます。説明図の⑥でございますが、

駅に隣接します第１種住居地域及び第２種住居地域を近隣商業地域に、説明図⑦では駅

に隣接いたします第１種住居地域200％及び準住居地域300％を近隣商業地域300％に、

次に説明図⑭でございますけれども、駅周辺の幹線道路沿道の近隣商業地域300％を商

業地域400％にそれぞれ変更しようとするものでございます。 

  また、説明図の⑬でございますが、これにつきましても路面電車と幹線道路の交差部
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におきまして沿道の用途地域との整合を図りますために、第２種中高層住居専用地域

300％を商業地域400％に変更しようというものでございます。 

  次に、説明図④でございますが、後ほど説明いたします臨港地区の解除との整合性を

図りますため、隣接する用途地域の指定状況も踏まえまして、工業専用地域から準工業

地域に変更しようというものでございます。 

  以上、16地区の変更案によりまして、第２種中高層住居専用地域が約５ヘクタール、

第１種住居地域が約１ヘクタール、近隣商業地域が約17ヘクタール、準工業地域が約２

ヘクタール、工業専用地域が約15ヘクタール、それぞれ減少いたしますとともに、第２

種住居地域が約４ヘクタール、商業地域が約26ヘクタール、工業地域が約10ヘクタール

増加することとなります。 

  次に、少し順番が前後いたしますけれども、議第148号「大阪都市計画防火地域及び

準防火地域の変更」につきましては、ただ今ご説明を申しあげました用途地域の変更と

の関連性が強いことから先にご説明をさせていただきます。 

  防火地域及び準防火地域につきましては、火災の危険から市街地を守るために定める

地域でございまして、建築物の構造等の規制により耐火化を促進いたしまして、都市の

不燃化を図るものでございます。今回、変更の対象となりますのは、用途地域の変更と

の整合を図るべき地区と、新たに完成いたしました鉄道の高架工作物がございます地区

の８地区となります。 

  まず、今回用途地域の変更をしようとする説明図①の「長柄堺線沿道地区」、②の

「本庄西天満線沿道地区」、③の「西九条地区」、⑦の「地下鉄住之江公園駅周辺地

区」につきましては、商業地域の幹線道路沿道でございますことから、準防火地域を防

火地域に変更しようというものでございます。 

  また、工業地域から準工業地域に変更する予定の説明図④の「桜島地区」につきまし

ては、新たに準防火地域を指定しようというものでございます。 

  さらに、鉄道の高架工作物につきましては、その耐火性能を強化するために、新たに

完成し、今後高架下利用が進んでいくと想定されます鉄道高架下の３地区といたしまし

て、説明図⑤「西大阪延伸線地区」、それから⑥「ＪＲ阪和線地区」、⑧「大阪外環状

線地区」につきましてはそれぞれ防火地域に変更しようというものでございます。 

  以上、８地区の変更案によりまして、防火地域が約18ヘクタール増加し、準防火地域

が約14ヘクタール減少することとなります。 
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  続きまして、議第146号「大阪都市計画特別用途地区の変更について」ご説明を申し

あげます。 

  特別用途地区は、地区の特性にふさわしい特定の用途の利便の増進または環境の保護

等を図るために用途地域を補完し、建物の用途に係る規制または緩和を行うものでござ

いまして、本市では平成７年に中高層階住居専用地区を指定してございます。中高層階

住居専用地区は、建物の中高層階におけます住宅の確保及び住環境の保護を図るため、

用途の制限を行うもので、「第１種」では４階以上の部分を、「第２種」では５階以上

の部分を住宅や公共施設等に限るとともに、一定の風俗営業について制限してございま

す。 

  今回、中高層階住居専用地区に追加しようといたします「出戸川辺線沿道地区」は、

先ほど説明いたしました用途地区の変更を行おうとする地区と同じ区域となってござい

ます。本地区につながります両側の都市計画道路出戸川辺線の沿道につきましては、既

に第１種の中高層階住居専用地区を指定しておりまして、今回、この道路の残りの区間

が完成いたしましたことから、沿道の指定との整合を図りながら、中高層階住居専用地

区を追加しようというものでございます。 

  続きまして、議第147号「大阪都市計画特別用途地区の変更について」ご説明をいた

します。 

  今回、対象となる地区がございます西淀川区は、市内で有数の工業地帯を有しており

まして、平成20年度には区内企業の参加のもと、「西淀川区工業活性化研究会」が設立

されまして、地域や区役所、企業間の連携のもと、安心してものづくりに取り組めるま

ちづくりをめざして活動を展開しております。今回対象となります「竹島・御幣島地

区」の用途地域は工業地域でございまして、広範囲にわたり多種多様な工場が集積し、

大阪市のものづくり産業を支える重要な地域となっておりますが、近年は周辺への住宅

立地が進みまして、工場の操業環境を維持する上で課題となってございます。こうした

ことから、本市のものづくり支援施策の一つとして、地域の意向も踏まえまして、特別

用途地区として「工業保全地区」を新たに指定することによりまして、戸建て住宅や共

同住宅等の立地を制限し、工業機能の維持・保全を図ろうというものでございます。 

  続きまして、議第149号「大阪都市計画風致地区の変更について」ご説明をいたしま

す。 

  風致地区は、都市の風致を維持するために定める地区でございまして、地区内では建
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築等に対しまして一定の規制がなされるものでございます。「瓜破風致地区」は大和川

の水面や河川公園、瓜破霊園を中心といたします約181.8ヘクタールの区域でございま

す。本地区では、昭和50年以降、長吉瓜破地区土地区画整理事業を実施したのをはじめ、

市街化が大きく進展するとともに、瓜破霊園の整備が概ね完了しております。また、河

川法に基づきまして、大和川とその沿川市街地が高規格堤防、いわゆるスーパー堤防と

して整備する地区とされておりまして、今後とも市街地整備が見込まれることなどから、

今回廃止しようというものでございます。 

  なお、風致地区の廃止後につきましても、本市が瓜破霊園を適切に維持管理するとと

もに、スーパー堤防事業などによりまして引き続き良好な環境が保全されるものと考え

てございます。 

  最後に、議第150号「大阪都市計画臨港地区の変更について」ご説明を申しあげます。 

  臨港地区は、港湾の管理運営を円滑に行い、港湾機能の増進や水際線の有効利用を図

るために定める地区でございます。今回の変更といたしましては、港湾計画が改訂され

たことを踏まえまして、新たに港湾施設の立地が予定されます１地区について臨港地区

を指定するとともに、都市的な利用実態が見られ、今後も港湾活動の見込みがない在来

臨海部の６地区について、臨港地区を解除しようというものでございます。 

  まず、説明図①でございますが、住宅、店舗などの都市的な利用がなされ、今後も港

湾活動の見込みがないため解除しようとするものでございます。 

  次に、説明図②でございますが、港湾計画において、スーパー中枢港湾機能を担いま

す夢洲地区先行開発地区で、臨海部物流拠点として位置づけられた地区でございます。

また、今年度より運用開始いたしました夢洲コンテナ埠頭及び貨物の流通・保管等の港

湾運送事業用地として今後も土地利用を行う地区であることから、追加指定をしようと

いうものでございます。 

  また、説明図の③「酉島地区」、④「島屋地区」、⑤「天保山地区」、⑥「浮島地

区」及び⑦「平林南・南港東地区」につきましては、それぞれ住宅、店舗、駐車場など

の都市的な利用が認められ、今後も港湾活動の見込みがないため解除しようというもの

でございます。 

  以上、７地区の変更案によりまして、臨港地区は約75ヘクタール増加いたします。 

  以上、議第145号から議第150号までの６つの議案についてのご説明を終わらせていた

だきます。 
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  なお、これらの案の縦覧につきましては２月26日から３月12日にかけて２週間行いま

したが、意見書は提出されておりません。 

  以上、よろしくご審議をお願いいたします。 

○村橋会長 ただ今、幹事より説明のありました議第145号から150号までの議案につきま

して、一括して審議をしたいと思います。ご意見、ご質問ございませんでしょうか。 

  はい、どうぞ。 

○新田委員 新田でございます。 

  今回の瓜破の風致地区の廃止の件について、お尋ね、要望もさせていただきたいと、

このように思っております。 

  私は賛成の立場であることをまずは申しあげる次第でございます。 

  風致地区の維持というのは大変大事であるとは思いますが、新しいまちづくりの関係

から思い切って見直すことも必要であるとも考えております。瓜破地区は東側に既に土

地区画整理事業が完了し、次のまちづくりを考えていただいておる地域でもございます。

この地域の課題の一つは阪和貨物線でありまして、阪和貨物線は線路の横断部で道路が

狭く、そしてまた大和川のスーパー堤防化の障害となるなど課題が多くありましたが、

昨年の３月に廃止を決めていただき、跡地の有効活用に向けた検討が既に始まっておる

ところでもございます。 

  もう一つの課題は、この風致地区でありました。もともと風致地区指定は大和川沿い

の樹林地等を守ることから始まったと聞かされておりますが、今既に市街化が進み、現

在では風致地区の規制による建ぺい率や高さの制限が結果として建物の更新を妨げてお

ります。新たなまちづくりがなかなか進まないという現実でもございます。今回の議案

のとおり、瓜破風致地区が廃止されることによって、阪和貨物線の跡地の活用とあわせ

て、いよいよ新しいまちづくりが進んでいくのではないかと大いに期待を膨らませてお

るところでございます。 

  そこでまず、この地域におけるこれまでの経過と今回の風致地区の廃止案に至った考

え方についてお伺いいたします。 

○村橋会長 事務局、お願いいたします。 

○幹事（角田） 風致地区の件ですが、画面も使いながら、少し歴史的なことも含めまし

てご説明させていただきたいと思います。大和川沿いの風致地区は、昭和８年から大和

川一帯について、ご覧いただいたような形で指定されてきておりました。その後、昭和
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45年ですが、戦後の復興によるまちづくりが進み、市街化が進展したというようなこと

を受けまして、ちょうど大和川の河口部分、今でいう住之江区あたりですが、そのあた

りから、今回案件をあげさせていただいている平野区と東住吉の境界のあたりまで、東

のほうに向いて、この時点で風致地区を廃止しておりまして、現在の区域に至った経過

がございます。 

  今回、議案としてあげさせていただいております「瓜破風致地区」につきましては、

昭和45年ごろには河川沿いに樹林あるいは田畑が広がった状況ということで、ちょっと

画面見ていただきますと、左が昭和30年ごろで少し昭和45年より古いですけれども、そ

ういった状況でございました。東側が近々の航空写真で、平成14年ですが、ご覧のよう

にかなり市街化が進んでいるような状況になってございます。その後、先ほどご質問に

もありましたけれども、昭和50年以降、「長吉瓜破地区」の土地区画整理事業を行うな

ど市街化が非常に進むということと、ちょうど真ん中あたりに瓜破霊園という霊園がご

ざいますが、これも整備が概ね完了している状況でございます。また地区内には、河川

区域の中の都市公園、あるいは公営住宅といったものが多く立地している状況にござい

ます。また、先ほどご質問にもあった新たなまちづくりの展開としましては、平成４年

に国の直轄事業でございます高規格堤防、いわゆるスーパー堤防の整備区間が大和川に

も位置づけられております。この紫の帯状に川沿いに記されたエリアです。スーパー堤

防事業は、河川法に基づく事業で、堤防の市街地側に盛土を行いながら新たな市街地を

形成し、河川に対する安全性と、広がった堤防の上のエリアにおける快適なまちづくり

をあわせて進めるという事業でございます。こうした市街化の進展と、スーパー堤防事

業や、先ほどご紹介がありました阪和貨物線、これも昨年の３月に廃止されたわけでご

ざいますけども、こういったことを活用しながら市街地整備は進んでいくことが想定さ

れます。こうしたことから今回風致地区の廃止をしようとするものでございます。 

○村橋会長 はい、どうぞ。 

○新田委員 よくわかりました。大事なことは、この地域における今後のまちづくりでご

ざいます。地域の発展のため、新たな事業を行っていくことはもちろん必要であります

が、一方ではこれまで守られてきた大和川や瓜破霊園といった都市環境が適切に保存さ

れていくことも大変重要なことでございます。 

  そこで、これからのまちづくりの取り組みと都市環境の保全に対する考え方について

お聞きをいたしておきたいと思います。 
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○幹事（角田） これからのまちづくりの取り組みと都市環境の保全ということでありま

すが、先ほど少し触れました今回の大和川の川沿いの市街地につきましては、スーパー

堤防の区域にほぼ全域が含まれておりまして、既に２地区でスーパー堤防事業が、少し

色付けしている公営住宅のところなどですが、事業が実施されております。もちろん区

域の西側の大和川堤防と阪和線の跡地が並走する区間、つまり線路と堤防の間に特に民

有地がないようなところにつきましては、国のほうで既にスーパー堤防化に向けまして、

本年度より土質の調査や埋蔵文化財の調査も始まっており、スーパー堤防化が進んでい

くのではないかという状態でございます。このように阪和貨物線の廃線、これを契機に

いたしまして、今後とも建物の建替えなどにあわせまして、事業主体である国土交通省

とも連携を行って、より積極的にスーパー堤防の事業を推進し、安全・快適なまちづく

りを進めていきたいと考えております。 

  それから、ご指摘のありました都市環境の保全ということでありますけども、大和川

につきましては、昨年の３月に、国交省の社会資本整備審議会の河川分科会がありまし

て、河川環境の整備と保全の方針として、大和川水系河川整備基本方針が策定されてお

ります。その中ではスーパー堤防事業を進めながら大和川の良好な河川景観や自然環境

を保全、整備し、次世代に引き継ぐ、そういったことや、貴重なオープンスペースでご

ざいます河川敷地の多様な利用を適切に行うという方針も示されているところでござい

ます。市としまして、こういった国の動きとも連携し、先ほどの阪和貨物線の跡地の活

用とスーパー堤防事業、こういったものを通じまして都市環境の保全を考慮しながら良

好なまちづくりを進めてまいりたいと思っております。 

  さらに、瓜破霊園ですが、先ほど、ほとんど整備が終わっていると申しあげましたが、

樹木もたくさん植わってございます。これは本市の施設でございますので、引き続き適

切に維持管理を行いながら、これについても良好な都市環境の保全に努めてまいると考

えております。 

○村橋会長 はい、どうぞ。 

○新田委員 それじゃ、最後にお願いだけをしておきます。 

  大和川の良好な環境を守りつつ、この地がさらなる発展を遂げるよう、スーパー堤防

事業や阪和貨物線跡地の活用など、新たなまちづくりに積極的に取り組んでいただける

よう要望いたしておきます。それで終わります。 

○村橋会長 ほかにご質問、ご意見。 
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  はい、どうぞ。 

○稲森委員 稲森です。私も平野区出身でして、風致地区については新田委員のほうから

今ご意見やご質問ありました。私のほうは議第146号「特別用途地区の変更について」

お伺いしたいと思います。 

  先ほどの説明もございましたけれども、地域特性にふさわしい利便性と住環境の保全

ですね、そういう目的でもってこれは変更するということですけれども、私も実は近く

ですのでこの付近を通るのですが、それでいいますと、今回、用途地域にかぶせて特別

用途地区を指定して、中身としましては４階以上の建物については住宅を原則とすると、

そういう提案だったと思います。しかし、私の見る限りにおきましては、この地域とい

うのは幹線が整備されているわけですけども、例えば４階以上を住宅に義務づけるよう

な需要の問題ですね、そういうのがあるかどうかということ、それと、この地域という

のは図面で見ていただいたらわかりますように、ほとんどが高等学校の敷地であったり、

現在市営住宅の敷地でありまして、この特別用途地区で包含される面積というのは非常

に少ないわけです。だから、あえてこの特別用途地区をかぶせて４階以上を住宅に決め

られるというか、その何か特別の心配事とか、一定の目的があるのかどうかと。特に住

宅につきましては、平野区は賃貸にしましても分譲にしましても過剰ぎみですので、こ

の提案にありますように住宅の供給をしていくというか、そういう要因というのは私か

らすればないように思いますので、その点どう理解されているのか、少し計画変更され

る考え方をお聞きしたいと思います。 

○幹事（角田） 幹事の角田でございます。 

  中高層階住居専用地区を今回定めさせていただくねらいについてでございますが、少

し先ほどの説明と重複しますが、この中高層階住居専用地区は、本市の人口回復策の一

環として、建築物の中高層階における住宅の確保と住環境整備、住環境の保護を目的に、

平成７年に、幹線道路の沿道や都心部の一部エリアで住宅と店舗、事務所を併存した区

域などを対象に指定してきたものでございます。 

  指定に際しましては、容積率をそのときも緩和いたしました。今回も同じように

100％緩和するわけでございますけれども、概ねその増加分を、中高層階における住宅

に限定するという規制をかけることによって、ご指摘のように中高層階の住宅建設を誘

導しようという趣旨であります。 

  また、この指定に伴いまして、あわせまして一定の風俗営業について、階数に限らず
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規制を行います。このように住宅立地と住環境保全をあわせて誘導するということがね

らいであります。 

  今回の案件にあげさせていただいております出戸川辺線の沿道ですが、ご指摘のよう

に周辺も含めて良好な住宅地が形成されております。その沿道については、平成７年に、

既に中高層階住居専用地区を指定しております。この図でいくと、今回はこのカーブの

ところを指定するわけですが、それ以外の直線のところは既に平成７年から指定してお

ります。その当時、このカーブのところの道路が完成しておらず、容積率も200％とい

う状況でありましたが、この間にこの道路が完成しまして、それにあわせまして容積率

の変更も行いながら、中高層階住居専用地区を、ちょうど抜けていたところを指定し、

全体の整合を図ろうとするものでございます。 

  もう一点、住宅のニーズのこともお尋ねがありました。当然こういった案件をあげさ

せていただく前には地域の状況も調査いたしましたが、やはり住宅を中心に一定の開発

というのも行われております。平成７年以降ですが、このあたりでは総件数でいきます

と建築活動は100件程度あるという記録が残っておりますが、その７割程度が住宅の立

地であるという結果がございます。また近年の５年ぐらいでは大体18件程度が立地して

きているということで、やはりご指摘のように住宅ニーズというのは最近の景気の動向

を見ますと落ちてきているというのは事実でありますけれども、やはり良好な住宅地と

いうことで、住宅ニーズはまだあるのかなと思っております。 

  こうしたことから、当該地は良好な住宅地として一定の住宅ニーズはあると考えてい

るところでございますけれども、今回の中高層階住居専用地区を指定する地区につきま

しては、一定の住宅を将来にわたって誘導していくエリアであるという考えのもとに指

定させていただきたいと考えております。 

○村橋会長 はい、どうぞ。 

○稲森委員 わかりました。私が心配しましたのは、そういう形で縛りかけた場合、開発

者にとってみれば、４階以上は住宅にしなくてはいけないということであれば、ニーズ

とのかかわりでちょっと躊躇するような懸念が出てくるのではないかと。特にこういう

特別用途地区でなくても用途地域だけで十分事足りるのではないかという気がしました

ので。住宅をつくられるわけですから住環境がよくなって、まちの環境が乱れるという

ことはないようですので、私は特に反対ではないのですが、一応現場を見ましてそうい

う感想を持っておりましたので、ご意見申しあげました。 
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○村橋会長 ほかにご意見、ご質問。 

  はい、どうぞ。 

○尾上委員 尾上康雄です。 

  私のほうからは、議第145号の「大阪都市計画用途地域の変更について」お聞きした

いと思います。 

  今回、準工業地域を商業地域に、工業専用地域を工業地域に、などさまざまにあがっ

ていますが、私の地元の南津守、尼崎堺線沿道でも工業専用地域から工業地域へと用途

変更の提案がされています。 

  そこで、一点目聞きたいのは、そもそもの話ですけども、用途変更をするにあたって

どのような調査とか手法で状況を掌握してるのか、ここをまずお聞きしたいと思います。 

○幹事（角田） 幹事の角田です。 

  用途地域の変更の考え方についてですが、用途地域は先ほどご説明申しあげたときに

も触れましたが、地域地区制度の基本となるもので、市街地における適正な土地利用を

図ることを目的に、決して局所的な土地利用の動向ということではなく、一定の広がり

あるエリアを対象としまして、長期的かつ安定的な枠組みとして定めるものと考えてお

ります。今回の変更案は16地区ありますが、その作成に際しましては、平成18年、19年

度両年にわたりまして、市域全体を対象に調査員が現地を踏査し、建物の用途、階数な

どを調査する、いわゆる土地利用動向調査を実施しております。都市計画という立場で

はこうした土地利用動向を踏まえながら、一定の広がりのあるエリアと先ほども申しあ

げましたが、それを対象に上位計画との整合や、都市基盤の整備状況、道路とか駅とか

いろいろございますが、そういったものを踏まえまして合理的な土地利用と良好な市街

地環境の形成を図ると、こういった観点から用途地域を指定、今回の場合変更というこ

とをさせていただいております。 

  具体的な変更の内容につきましては、先ほど、基盤整備にふさわしい複合的な土地利

用を誘導する地区、これが７地区あると説明いたしました。それと、今回幹線道路沿道

の工業地域、これにつきましても地域の活性化に資する土地利用誘導ということで、４

地区を変更いたします。また、地域拠点として一層の活性化ということ、駅の周辺にな

りますが、それにふさわしい土地利用を誘導するという分類で３地区、そのほか臨港地

区との関係や境界線の整合といった観点で２地区、といったことで合計16地区を見直そ

うとするものです。 
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○村橋会長 はい、どうぞ。 

○尾上委員 ありがとうございます。私も南津守に住んでますけれど、工業専用地域、工

業地域、それから準工業地域がほとんどで、もともとはこの地域、造船や鉄鋼、金属な

どの工場がいっぱいありまして、そこに通う労働者が行き交うことによって、東西の道

に商店や住居が栄えたまちであります。ところが、長年の月日の流れで職住環境が大き

く変わってきた。結果として、近年は人口が増えてきています。その原因は、工場が廃

業によってなくなったりして、そこに戸建て住宅が増えたこととか、最近でいうと市営

住宅の建替えで役目を果たしたリロケーション住宅なんかが一般の住宅で応募したこと、

そういうことがあります。 

  そこで、もう一点聞きたいのですけれども、今回の尼崎堺線沿道の地区を工業専用地

域を工業地域に用途変更することで、具体的に何がどうなるのかと、どのようなことを

想定しているのか、考えをお聞きしたいと思います。 

○幹事（角田） 幹事の角田です。 

  尼崎堺線沿道の南津守ですが、前の画面にございます、都市計画道路沿道で工業専用

地域、ちょうど道路の西側ですが、これが現状ではすべて工業専用地域になっておりま

す。一方で東側は、準工業地域になっておりますが、この西側の工業専用地域の一部を

工業地域に変えるということでございます。周辺の土地利用を見ますと、幹線道路の西

側は工業専用地域ということで、もう少し西側に河川がありますが、そのエリアまで広

範囲にわたって非常に大規模な工場などが集積しております。ところが、一方道路の東

側、これは準工業地域に指定されていることもございまして、道沿いにロードサイド型

というのでしょうか、そういった店舗も結構立地してきており、それなりのにぎわいが

出てきているといった状況でございます。 

  それで、今回の変更案につきましては、道路の西側の工業専用地域の一部を、対面側

の、つまり東側の沿道と一体的に幹線道路沿道にふさわしい土地利用を図りたい、こう

いった観点から、当然ながら工場もありますので、その操業環境の維持の保全を図ると

いうことも兼ね備えながら、ロードサイド型の店舗を西側にも立地を可能とする、そう

いった意味で工業地域に変更して、沿道一体でのにぎわいをつくりたい、こういうねら

いでございます。 

  先ほど申しました工場の操業環境の保全という観点からは、工業専用地域と工業地域

というのは建築できる工場に差がないわけでございまして、そういった観点から工業地
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域としております。また、エリアにつきましても、変更するエリアは活性化を図るべき

沿道の部分で、地形地物で用途地域を指定する場合が多くございますので、幹線道路の

すぐ一本西側の道路までとしています。これにより南側は少し幅が細いエリア、北側が

街区が少し幅が厚くなっていますが、この道路のところを境界線といたしまして指定し

ております。 

  以上が考え方とねらいでございます。 

○村橋会長 はい、どうぞ。 

○尾上委員 ありがとうございました。この道路の東側は確かに今コーナン、ライフとか、

また回転寿司とかいろいろな店ができていましてにぎやかになっています。西側は今言

われたとおり工場等々でなっていますので、用途変更でにぎわいがとれるというか釣り

合いがとれる、そういうまち並みに、将来的な展望を持って進めていると理解いたしま

した。 

  それで、大阪市全体でかかわることとしては、最後に意見を述べておきたいのですけ

れども、用途変更についての基本的な考え方について、まず私が思っているのは、地域

全体に影響を与えるという大前提に立って用途変更は行われるべきだということです。

それで、第二に、30年、40年と、こういう長い月日の流れの中で職住環境が大きく変化

すること、明確に今変化しているのが高齢化です。高齢化現象があると思います。それ

から三つ目に、用途変更問題ではよく住民との対立問題が起こります。特に準工業地域

ではいろいろな施設建設とか設置問題がありまして、最近でもパチンコ屋の建設問題や、

私の地元の西成区でも環境問題でそういう産廃施設が来るというと、そのたびにもめる

ことがあります。しかし、大いに議論をして、そこでは市民から準工業地域を居住地域

に用途変更してほしいという、そういう声なんかも実際にあがっていると思います。地

域の活性化を図るということでは、だれもが一致できる目標であるのに、具体化の段階

では意見が分かれるということもしばしば起こると思います。そのために、行政のほう

はできるだけ公平公正にやらなければならないと、これが原則と思っています。 

  それで、市民の声をどれだけ多く取り入れるか、聞くか、そしてこの事業に携わるす

べての職員の皆さんが一致団結して総力を挙げて頑張っていることが、その姿が、その

姿勢が市民には必ず信頼をもって見てもらえるのではないかなと。用途変更というのは

やっぱりそういう意味で、その地域で長年住んで働いて生活をするすべての皆さんに影

響を与えて、しかも20年、30年先の問題、要するに子供や孫の将来にかかわることであ
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りますから、真剣に議論されるのが当たり前だと思っています。私も都市計画審議会委

員の一人として精いっぱい頑張りたいという決意を述べて質問終わります。ありがとう

ございます。 

○村橋会長 増田先生、どうぞ。 

○増田委員 一点は質問で、一点は要望といいますかお願い事と思っております。 

  一点目の質問ですけれども、瓜破地区の風致地区の変更理由ですけれども、区画整理

事業や周辺地域と一体整備を行う大和川高規格堤防整備事業などによる市街地整備が進

展しつつあることから風致地区の指定を廃止するという、これは理由として書かれてい

るわけですけれども、この理由は意味がよくわからない。市街地整備が進むことから、

ある一定の市街地が形成されるということが担保される見込みがたったので風致地区を

解除すると考えるのか、あるいは自然環境の保全の必要性が、市街地整備をするので自

然環境保全が邪魔だから要するに解除すると理解するのか、どういう理解をしたらいい

のでしょうかということを一点お聞きしたい。 

○幹事（角田） 幹事の角田でございます。 

  風致地区の廃止におきまして、決して都市環境といいますか自然環境を保全する必要

がなくなったということを考えているわけではございません。先ほど少し画面でご説明

申しあげましたが、この大和川沿いの風致地区は、当時非常に多くの樹林等が存在して

いたエリアということで、昭和８年に指定されたわけでございますけれども、その後、

戦災復興の区画整理などのまちづくりが進みまして、そもそも想定しました保全すべき

樹林等も少なくなり市街化してきました。そういった経過も踏まえて西のほうから廃止

してきております。 

  今回、廃止しようとする瓜破地区につきましては、昭和45年当時につきましてもまだ

まだそういった樹林等、特に河川沿いにおきましては残っていたわけでございますけれ

ども、区画整理が完了したということから、あるいはそれ以外のさまざまな市街化が進

んできまして、若干そういった当初の目的がなくなってきたと申しましょうか、そうい

った観点で基盤整備の進展にあわせてという理由にさせていただいたところでございま

す。 

  ただ、今後の話でございますけれども、当然ながらスーパー堤防化という点につきま

しても、国が主体と申しましても、やはり景観形成等におきましても、スーパー堤防上

におきまして快適な空間づくりというようなことも位置づけられておりますので、そう
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いった観点から大阪市、私どもとしても十分協議しながら良好な環境整備、もちろん緑

も含めてでございますけれども、そういったものを図っていきたいと考えております。 

○増田委員 多分今のご発言だと、指定要件を満たさなくなったから解除するみたいなご

発言に聞こえるのですけれども、理解としては区画整理あるいはスーパー堤防事業とい

う話で計画的市街地の形成ができる見込みがたったからと理解したほうがいいのではな

いかと思います。それは感想でございます。 

  それに伴ってですけれども、先ほど出ておりました昭和８年の風致地区の指定、これ

を見ていただきますと、近代都市を形成していく中で自然環境の保全であるとか自然基

盤の重要性ということをネットワーク論をもって立案した非常にすぐれた計画なんです

ね。今やかなり見る影もないぐらいずたずたになってきているわけですけれども、大阪

市の緑の基本計画では大和川の河川軸を緑化軸として位置づけておりますし、景観行政

の中でも水辺の景観形成の重要性というのは市の施策の中でもうたわれております。あ

るいは瓜破霊園そのものも、これは服部霊園なんかと同時期で、風致を維持しながら墓

地需要にどうこたえていくかということで非常にすぐれた計画として立案された例なわ

けですね、この時期の。そういう意味で非常に貴重な緑地資源、あるいは自然環境資源

として継続されてきていますので、ぜひともその精神を忘れずにきっちりした担保をし

ていっていただきたいというのが一つ、霊園に関してですね。それと同時に、大和川沿

いの景観形成、あるいは緑化の連続性、ネットワーク論としての重要性みたいなことを

忘れずに、これからの市街地整備をしていく中で、ぜひその精神を忘れずに展開してい

っていただきたいというのが要望でございます。 

○村橋会長 ほかにご質問、ご意見ございませんでしょうか。 

  はい、どうぞ。 

○正木委員 防火、準防火の件で一点だけ、大変小さい話で恐縮ですけれども、確認をさ

せていただきたいと思っております。 

  阪和線の防火地域のところですけれども、凡例を見ましたら高架工作物内の建築物の

敷地というような書き方になっているのですけれども、阪和線はちょうど大阪市のど真

ん中でございますので、何か大火が起きたときの延焼遮断帯として非常に有効なもので

あると思っておりますが、本当に小さいことですけれど、駅舎のあたりですが、現状の

建築物ということでこの線が書かれているのか、あるいはＪＲさんの敷地ということで

ご確認いただいたところで書かれているのか、ちょっとこの図面から非常に微妙でよく
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わからないものですから、すみません、確認だけで結構でございます。 

○幹事（角田） 幹事の角田でございます。 

  この阪和線の高架というのは、もともと地平を走っていましたが、もともとの線路の

西側に新しい高架を連続立体交差事業でつくりました。今回のエリアにつきましては、

高架下ということですので、高架の構造物の部分とお考えいただいて結構です。敷地か

どうかということに関しましては、当然ながらその周りにＪＲが持っている駅の敷地と

いうのはあるわけですが、そういったことではなくてあくまでも高架下ということです。 

○村橋会長 はい、どうぞ。 

○正木委員 通常の工作物のところじゃなくて、すみません、駅舎付近はどうなっている

のかということだけなんです。 

○幹事（角田） 構造物の下ということです。 

○正木委員 構造物の下。 

○幹事（角田） そうです。 

○村橋会長 ほかにご意見、ご質問ございませんでしょうか。 

  はい、どうぞ。 

○松澤委員 大阪市立大学の松澤でございます。 

  これは、これ自身が適当とか適当でないとかということじゃなくて、単に質問として

お伺いしたいのですが、今回のを見ていますと、全般的には先ほどからお話があります

ように住居系から商業系と、あるいは工業系からそういう商業とか、あるいは同じ住居

系でも容積率を上げるとかという緩和の方向がほとんど中心ですけども、風致地区の件

は別としまして、逆に厳しくする方向ですね、これはどのような状況の変化とか、ある

いは地元の要望といいますか、そういうものがあった場合に行われる可能性があるのか

ということと、それからこの145号議案の唯一⑨の例が第２種中高層から第１種中高層

へとなっております。ただ、容積率のほうは200％から300％に上がっていますけれど、

これは厳しくしたということでしょうか、それとも和らげたほうでしょうか。どのよう

に理解したら。すみません、余り重要な問題じゃないですが。 

○幹事（角田） まず説明図⑨からお答えいたします。これも基本的に緩和でございます。

井高野駅ができたわけですけれども、その駅前、地下鉄なので駅前といいませんが、地

下鉄の入っております道路沿道を第１種住居地域に緩和するとともに容積率も緩和する

ものでございます。 
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  それと、あと厳しくするほうのお話でございます。先ほども用途地域全体の位置づけ

につきまして述べたところでございますけれども、やはり厳しくするということにつき

ましては地域のエリアの建物とか住環境に非常に影響を与えるものでございまして、今

回の案件で申しますと、特別用途地区の案件がどちらかというと規制強化ということで

ございまして、先ほどご質疑のありました中高層階住居専用地区につきましても４階以

上は住居等にする、あるいは一定の風俗営業はできないという規制であります。それと

もう一つ、特別用途地区ですが、西淀川区で定めます工業保全地区です。ここは工業地

域ですので住宅等は建つわけですが、それを禁止するという規制です。 

  したがいまして、今回用途地域の変更につきましては全体に緩和の方向ではあります

が、その中でも後でご説明いたします地区計画も規制になりますが、地域の一定の合意

のもとにまちづくりの方向性も見ながら、それに合わせた規制をするということも行っ

ております。 

○松澤委員 どうもありがとうございました。 

○村橋会長 ほかにご意見、ご質問ございませんでしょうか。 

  ございませんようですので、一件ずつ審査をお願いしたいと思います。 

  順番に進めさせていただきます。 

  まず、議第145号議案につきましてご異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○村橋会長 異議がございませんということで、原案どおり可決させていただきます。 

  続きまして、議第146号議案につきましてご異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○村橋会長 はい、ありがとうございます。ご異議ございませんので、原案どおり可決さ

せていただきます。 

  続きまして、議第147号議案につきましてご異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○村橋会長 はい、ありがとうございます。ご異議ございませんので、原案どおり可決さ

せていただきます。 

  続きまして、議第148号議案につきましてご異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○村橋会長 はい、ありがとうございます。ご異議ございませんので、原案どおり可決さ
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せていただきます。 

  続きまして、議第149号議案につきましてご異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○村橋会長 はい、ありがとうございます。ご異議ございませんので、原案どおり可決さ

せていただきます。 

  続きまして、議第150号議案につきましてご異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○村橋会長 はい、ありがとうございます。ご異議ございませんので、原案どおり可決さ

せていただきます。 

  それでは、一括審議しました件については以上で終わります。梶山委員、ありがとう

ございました。 

  続きまして、議第151号議案につきまして幹事より説明をお願いいたします。 

○幹事（佐藤） それでは、議第151号議案をご説明申しあげます。 

  先ほどご質問ございました内容でございますけれども、宗右衛門町地区の地区計画で

ございます。本地区計画の区域は宗右衛門町通りを中心といたしました道頓堀川と御堂

筋、堺筋に囲まれました約4.5ヘクタールの区域でございます。ちょうどこの図でござ

います。本地区では商店会や町会が中心となりまして、平成７年に定期的な防犯パレー

ドや美化清掃活動などをはじめ、平成16年にはまちのあり方や地域活性化、安心安全な

まちづくりなどの検討を行いますため、宗右衛門町活性化協議会を組織しております。

この協議会では、本市の「まちづくり活動支援制度」を活用しながら、まちのルールづ

くりや道路の美装化・電線地中化、放置自転車対策などに取り組むとともに、大阪府警

と連携した地区の環境浄化にも積極的に取り組んでございます。 

  そのようなまちづくりの一環として、歴史や風情が息づく個性で格調高い魅力的なま

ち並みを再生・創造するため、地区計画を策定しようというものでございます。 

  「土地利用の方針」でございますが、魅力とにぎわいある商業機能等の集積を図り、

特に宗右衛門町通りと道頓堀川遊歩道に面する建築物の低層階は、店舗や飲食店を中心

とした施設を配置することとしております。また、地区施設につきましては、宗右衛門

町通りの歩行者空間の確保のため、路側帯と一体となった幅員１メートル、延長約500

メートルの「多目的歩行者空地」を設置いたします。 

  「建物用途の制限」につきましては、まちのにぎわい創出の観点から、Ａ地区は１階
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及び地下の部分、Ｂ地区は１階の部分について事務所、住宅、共同住宅などを規制いた

します。また、地域の環境浄化を図るため、マージャン屋やパチンコ屋、性風俗営業等

について、階数に関係なく規制いたします。また、Ａ地区につきましては、地区全体で

一体的に調和のとれたまちなみの形成を図るとともに、土地の有効利用を図るため建築

物の形態規制等を行います。具体的には、建築物の容積率の最高限度を500％、建築物

の敷地面積の最低限度100平方メートル、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度

31メートル、壁面後退部分における工作物の設置の制限について定めてございます。 

  地区計画の内容についての説明は以上でございます。 

  なお、土地所有者等から意見を求める原案の縦覧につきましては平成22年１月22日か

ら２月５日にかけまして、案の縦覧につきましては同じく22年２月26日から３月12日に

かけて行いましたが、ともに意見書の提出はございませんでした。 

  どうぞよろしくご審議を賜りますようお願い申しあげます。 

○村橋会長 ただ今幹事より説明のありました議第151号議案につきまして、ご意見、ご

質問ございませんでしょうか。 

（発言する者なし） 

○村橋会長 特にご意見、ご質問ございませんでしたらお諮りいたします。 

  それでは、議第151号議案につきまして、ご異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○村橋会長 はい、ありがとうございます。ご異議ございませんので、原案どおり可決と

させていただきます。 

  これをもちまして本日の審議は終了いたしました。決議をいただきました案件につき

ましては直ちに必要な手続を行わせていただきます。 

  続きまして、報告案件が１件ございます。「都市計画道路の見直し」につきまして幹

事より説明を受けてまいります。よろしくお願いします。 

○幹事（角田） 報告案件でございます。幹事の角田でございます。 

  前のスクリーンをご覧いただきたいと思います。 

  都市計画道路の見直しにつきまして、現時点の状況というものをご報告いたします。 

  都市計画道路の見直しの背景、必要性についてでございます。本市の都市計画道路と

申しますのは、戦災復興時に長期的な視点ということで、市域全体を対象にあるべき幹

線道路ネットワークとして都市計画決定されたものを基本といたしまして、その後、部
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分的に追加などの変更をしてきております。これらにつきまして、戦災復興土地区画整

理事業、あるいは街路事業などにより順次整備を行ってきており、都市計画決定されて

いる幹線街路の総延長約450キロメートルございます。これのうち約328キロメートルが

完成し、約37キロメートルが事業中、それと残りの約85キロメートルが事業未着手とい

う状況になっております。 

  なお、この事業未着手の延長約85キロメートルのうち約７割が都市計画決定後50年を

超過しているということで、この間の人口減少、高齢社会の到来や市民ニーズの多様化

といった社会経済情勢の変化や、道路整備の進捗、計画区域に係ります建築制限の長期

化などからいたしますと、こういった未着手路線については、今後の都市計画道路に求

められております機能を見据えながら改めて必要性を検証いたしまして、必要に応じて

見直すべきであると考えております。 

  では、ここで都市計画道路の必要性をどのように評価するということで、「視点」に

つきまして整理しておりますのでご説明いたします。 

  幹線街路につきましては交通機能、空間機能、市街地形成機能などを有しておるとい

うことで、都市の発展を持続的に支える基盤施設として、これからの大阪市の道路に求

められる機能というのを踏まえまして視点を整理いたしております。見直しの視点とい

うことでこの下に①から③、それと一番下のこの四つでございますが、大きくは全市的

な視点と個々の地域的な要素ということに分けて整理しており、全市的な視点といたし

ましては三つございます。一点目は、円滑な都市活動を支える道路空間ネットワークの

形成。それから二つ目は必要な車道や安全な歩道空間といった沿道に応じたさまざまな

ニーズに対応できる道路空間形成という観点でございます。それと三つ目は災害時にお

ける避難路としての機能や延焼遮断機能を担う都市防災性の向上といった視点でござい

ます。また、未着手路線ということにつきましては、個々の路線が抱える状況、こうい

ったものが異なる場合がございます。この、今申しあげました三つの全市的な視点に、

個々の地域的な要素として、関連する都市基盤の状況、それから大阪市の周りの隣接市

の道路整備計画の方向性、こういった個々の地域特性も視点として考えております。 

  今年度、21年度でございますが、学識経験者からのご意見もいただきながら検討を進

めておりまして、先ほどご説明いたしました見直しの視点、現在平成22年３月でござい

ますけれども、見直しの視点をまず整理いたしたところでございます。平成22年度、来

年度以降でございますが、この視点などからなります基本方針を、市民の皆様の意見や
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議会での議論なども踏まえまして作成してまいりたいと思います。その後、この方針に

沿いまして各路線についての見直し案の作成ということに向けまして、国、大阪府、隣

接市などの関係機関との調整に入りたいと考えております。その後は、一番下でござい

ますけれども、地元の意見、協議、調整を行い、可能なものから法定手続に入ってまい

りたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○村橋会長 ただ今の報告の案件につきましては、これは本審議会での議案ではありませ

んけれども、この際でございます、何かご質問がございましたらお伺いいたしたいと思

います。いかがでしょうか。特にございませんでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○村橋会長 はい、わかりました。 

  それでは、以上をもちまして閉会とさせていただきます。どうも長時間にわたりまし

てありがとうございました。 

 

閉会 午後２時１３分 

 

 

          大阪市都市計画審議会委員   木 村 好 美  印 

 

          大阪市都市計画審議会委員   森 山よしひさ  印 

 


